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福井県告示第２３７号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき、福井県
生活学習館の施設等の使用料徴収事務を委託したので、同法第２４３条の２第２項の規定
により、次のとおり告示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治　
１　指定公金事務取扱者の名称および住所
　　株式会社アイビックス
　　福井市下馬２丁目１０１
２　指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
　　福井県生活学習館の施設等の使用料
３　地方自治法第２４３条の２第１項の規定による指定をした日
　　令和７年４月１日
４　指定公金事務取扱者に委託をした日
　　令和７年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２３８号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき、福井県
立美術館の観覧料の徴収の事務を委託したので、同法第２４３条の２第２項の規定により
、次のとおり告示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　指定公金事務取扱者の名称および住所
　　福井不動産管理株式会社
　　福井市順化１丁目５番４号
２　指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入
　　福井県立美術館観覧料の徴収の事務
３　地方自治法第２４３条の２第１項の規定による指定をした日
　　令和７年４月１日
４　指定公金事務取扱者に委託した日
　　令和７年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２３９号

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定医療機関から指定
の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり告示する。

　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４０号

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により指定医療機関から
変更の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４１号

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２の規定により指定介護機関から
その業務を廃止する旨の届出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり
告示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
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告　　　　　示
指定日
R7.4.1
R7.4.1

医療法人せいじ矯正歯科クリニック
なのはな訪問看護ステーション

越前市横市町１－５－７
鯖江市大野町２８号１８番地

医療機関名称 医療機関住所

指定日
R7.3.3
R7.3.3
R7.2.13
R7.2.6
R7.2.19
R7.2.13

クスリのアオキ木崎薬局
クスリのアオキ新敦賀薬局
ウエルシア薬局鯖江上河端町店
エンゼル調剤薬局北潟店
さくら薬局　福井大学前店
ウエルシア薬局　坂井丸岡店

敦賀市木崎２４号１３番地１
敦賀市呉竹町２丁目５番６号
鯖江市上河端町第３号２５番地
あわら市北潟５９－１８－５
吉田郡永平寺町松岡下合月２４－９
坂井市丸岡町東陽２丁目１７番地

医療機関名称
管理者変更
管理者変更
管理者変更
管理者変更
管理者変更
管理者変更

内容 医療機関住所



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４２号

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条の規定により施術機関から指定の届
出があったので、同法第５５条の３の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４３号

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事
業者を指定したので、同法第７８条の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４４号

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ
ス事業者を指定したので、同法第１１５条の１０の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

令和７年4月22日(火）　　福 井 県 報 第 346 号 3

指定日
R7.1.24 すこやか接骨院 鯖江市西山町14－18－1

医療機関名称 医療機関住所

名称

事業所

なのはな訪問看護ステー
ション
訪問看護ステーション
くるり

さばえさん

福井県鯖江市大野町２８－１８

福井県敦賀市木崎8－2－８

福井県鯖江市丸山町１丁目7－３１

1860790102

1960290186

1870700760

株式会社Petal

株式会社めぐりけあ

特定非営利活動法人ともに

令和7年4月1日

令和7年4月13日

令和7年3月1日

訪問看護

訪問看護

通所介護

所在地
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

番号

指定介護機関番号

1870200100

1890200031

1890200031

訪問介護
訪問型サービス
（介護予防）小規模多機能型
居宅介護
（介護予防）認知症対応型
共同生活介護

〒９１４－００５２
福井県敦賀市清水町１丁目６番１７号
〒９１４－００６４
福井県敦賀市結城町１３番２４号
〒９１４－００６４
福井県敦賀市結城町１３番２４号

株式会社ケア・サービス・アイ

アイホームゆうゆう

アイホームらくらく

廃止

廃止

廃止

令和7年3月31日

令和7年3月31日

令和7年3月31日

サービスの種類 届出事項 名称 廃止年月日 介護機関住所
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福井県告示第２４５号

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項に規定する指定居宅サービス事
業の廃止届出があったので、同法第７８条の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４６号

　救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定に基づき、
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９項の救急業務に係る医療機関を認定した
ので、同令第２条第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　区分　救急病院
２　名称　広瀬病院
３　所在地　大野市城町１０番１号
４　認定年月日　令和７年４月４日
５　認定の有効期間
　　自　令和７年３月２９日
　　至　令和１０年３月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４７号

　漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出

名称

事業所

なのはな訪問看護ステー
ション
訪問看護ステーション
くるり

福井県鯖江市大野町２８－１８

福井県敦賀市木崎8－2－８

1860790102

1960290186

株式会社Petal

株式会社めぐりけあ

令和7年4月1日

令和7年4月13日

介護予防訪問看護

介護予防訪問看護

所在地
事業者の名称 指定年月日 サービスの種類

番号

名称

事業所

えっほわかたけ

アミューズメントデイ
サービスまんまる

福井県越前市堀川町９番１５号
フォーユーエクセルわかたけ

福井県鯖江市冬島町2－7－１

1870300611

1870700745

社会福祉法人今庄福祉会

株式会社トリプルエー
サービス

令和7年1月21日

令和7年1月21日

通所介護

通所介護

所在地
事業者の名称 指定年月日

令和7年2月28日

令和7年3月31日

廃止日 サービスの種類
番号



を審査した結果、次の加入区について同法第１１２条第１項の規定による同意があったと
認めたので、同法第１１２条の２第３項の規定により公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　三国町加入区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４８号

　漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出
を審査した結果、次の加入区について同法第１１２条第１項の規定による同意があったと
認めたので、同法第１１２条の２第３項の規定により公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　三国港加入区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２４９号

　漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出
を審査した結果、次の加入区について同法第１１２条第１項の規定による同意があったと
認めたので、同法第１１２条の２第３項の規定により公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　福井市加入区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２５０号

　漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出
を審査した結果、次の加入区について同法第１１２条第１項の規定による同意があったと
認めたので、同法第１１２条の２第３項の規定により公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　越廼加入区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２５１号

　漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出
を審査した結果、次の加入区について同法第１１２条第１項の規定による同意があったと
認めたので、同法第１１２条の２第３項の規定により公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　敦賀市加入区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２５２号

　漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の規定による届出
を審査した結果、次の加入区について同法第１１２条第１項の規定による同意があったと
認めたので、同法第１１２条の２第３項の規定により公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
　大島加入区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２５３号

　漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号。以下「法」という。）第１０８条第５項
において準用する法第１０５条の２第３項の規定による届出を審査し、特定第２号漁業者
の同意が要件に適合すると認めたので、法第１０８条第５項において準用する法第１０５
条の２第４項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
若狭三方加入区
　１　発起人の住所および氏名
　　　三方上中郡若狭町世久見４－１３
　　　世久見大敷網組合
　　　三方上中郡若狭町小川１７－３６
　　　小川大敷網組合
　２　区域
　　　若狭三方漁業協同組合の地区の区域
　３　区分
　　　大型定置漁業区分
　４　漁業災害補償法施行規則（昭和３９年農林省令第３５号）第４８条の２において準
　　用する同規則第４６条第１項の規定による通知年月日
　　　令和７年３月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県告示第２５４号

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定に基づき、次の土地改
良区の定款変更を認可したので、同条第３項の規定により告示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
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土地改良区の名称
小浜東部土地改良区 令和７年４月１１日

認可年月日



　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので
、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号
）第１３条第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　随意契約に係る特定役務の名称および数量
　　デジタル地域通貨「ふくいはぴコイン」運用管理業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県未来創造部ＤＸ推進課
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
３　随意契約の相手方を決定した日
　　令和７年３月２７日
４　随意契約の相手方の名称および住所
　　株式会社ふくいのデジタル
　　福井県福井市順化１丁目１番１号
５　随意契約に係る契約金額
　　１７１，７１５，５９０円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約によることにした理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
　３７２号）第１１条第１項第２号に該当するため

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号）第１３条第１項の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　落札に係る特定役務の名称および数量
　　福井県生活学習館総合管理業務委託一式（長期継続契約）
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県生活学習館男女参画・企画管理課
　　福井市下六条町１４－１
３　落札者を決定した日

　　令和７年３月２６日
４　落札者の名称および所在地
　　株式会社アイビックス
　　福井市下馬２丁目１０１
５　落札金額（税抜単価）
　　１４２，９２０，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年２月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下
「法」という。）第４１条の規定による狩猟免許試験（以下「狩猟免許試験」という。）
を実施するので、法施行規則（平成１４年環境省令第２８号）第５１条第２項の規定によ
り、次のとおり公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　狩猟免許試験の期日、時間、場所および申請期間
　　試験は、下記の会場で開催する。

公　　　　　告
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２　狩猟免許試験の内容
　⑴　適性試験（視力、聴力および運動能力）
　⑵　知識試験（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、鳥獣に関する知
　　識、猟具に関する知識および鳥獣の保護管理に関する知識）
　⑶　技能試験（猟具の取扱い、鳥獣の判別および距離の目測（第一種銃猟免許または第
　　二種銃猟免許受験者に限る。））
３　狩猟免許試験の受験資格　
　　試験を受けることができる者は福井県内に住所を有する者で、法第４０条第２号から
　第６号までのいずれにも該当しない者。ただし、網猟免許およびわな猟免許については
　１８歳以上（試験日現在）の者、第一種銃猟免許および第二種銃猟免許については２０
　歳以上（試験日現在）の者に限る。
４　受験等の手続
　　試験を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、狩猟免許申請書（以下「申
　請書」という。）にそれぞれ次に掲げるものを添付して、申請者の住所地を管轄する各
　農林総合事務所林業・木材活用課、嶺南振興局林業水産部林業・木材活用課または嶺南
　振興局二州農林部林業水産課（以下これらを「鳥獣関係行政機関」という。）に提出す
　ること。
　⑴　写真　１枚
　　　（無帽、正面、上三分身および無背景の本人像を申請日前６か月以内に撮影したも
　　ので、大きさは縦３．０ｃｍ、横２．４ｃｍとする。なお、裏面に氏名および撮影年
　　月日を記入すること。)　
　⑵　猟銃・空気銃所持許可証の写し　１通
　　　申請者が銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の
　　規定による許可を現に受けている場合。）
　⑶　医師の診断書　１通　
　　　（申請者が法第４０条第２号から第４号のいずれにも該当しないことを証するもの
　　で、申請日前６か月以内に診断されたもの。ただし、申請者が猟銃・空気銃所持許可
　　証の写しを提出した場合、医師の診断書を提出する必要はない。）
　⑷　返信用封筒　１通
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第1回

試験日

令和７年７月６日（日）
9時30分から
16時30分まで

令和７年５月１日（木）から
令和７年６月１６日（月）まで

リブラ若狭　若狭町中央公民館
三方上中郡若狭町中央1－２

第2回 令和７年７月２１日（月・祝）
9時30分から
16時30分まで

令和７年５月１日（木）から
令和７年６月３０日（月）まで

福井県立大学永平寺キャンパス
吉田郡永平寺町松岡兼定島4－1－１

時間 場所 申請期間



　　　（１１０円分の郵便切手を貼り、宛て先として申請者本人の郵便番号、住所および
　　氏名を記入したもの。）　
５　狩猟免許試験の手数料の納入　
　　免許１種類につき５，２００円
　（現に有効な狩猟免許を受けている者が、これと異なる種類の狩猟免許を受けようとす
　る場合は、免許１種類につき３，９００円）を納付書（住所地を管轄する鳥獣関係行政
　機関にて配布）により納付し納入済証を申請書の所定欄に貼り付けること、またはコン
　ビニ支払い・クレジット払いにより申込番号を申請書の所定欄に記入すること。
６　合格者の発表
　　試験の結果については、試験終了後受験者に郵送で合否を通知し、合格者には鳥獣関
　係行政機関を通じて狩猟免状を交付する。　
７　その他　
　　試験の結果については、合格発表の日から１か月間、福井県エネルギー環境部自然環
　境課内において口頭による開示請求を行うことができる。開示する内容は、知識試験、
　技能試験の得点および適性試験の合否とする。
　　受験等の手続その他試験に関する問合せは、福井県エネルギー環境部自然環境課（電
　話０７７６－２０－０３０６）または次の表に掲げる鳥獣関係行政機関宛てに行うこと
　。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下
「法」という。）法第５１条第２項の規定による適性試験および同条第４項に規定する講
習（以下「更新講習」という。）を次のとおり実施するので、法施行規則（平成１４年環
境省令第２８号。以下「規則」という。）第５１条第２項（規則第５９条第２項において
準用する。）の規定により、次のとおり公示する。

　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　更新講習の期日、時間、場所および申請期間
　⑴　更新講習
　　　更新講習は、下記のとおり県内３か所の会場で開催する。
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名称
福井農林総合事務所
林業・木材活用課
坂井農林総合事務所
林業・木材活用課
奥越農林総合事務所
林業・木材活用課
丹南農林総合事務所
林業・木材活用課
嶺南振興局林業水産部
林業・木材活用課
嶺南振興局二州農林部
林業水産課

910-8555

913-8511

912-0016

915-0882

917-0297

914-0811

0776（21）8213

0776（81）3223

0779（65）1492

0778（23）4961

0770（56）2218

0770（22）0291

福井市松本３丁目１６－１０
福井合同庁舎
坂井市三国町水居１７－４５
坂井合同庁舎
大野市友江１１－１０
奥越合同庁舎
越前市上太田町４１－５
南越合同庁舎
小浜市遠敷１丁目１０１
若狭合同庁舎
敦賀市中央町１丁目７－４２
敦賀合同庁舎

住所地 郵便番号 連絡先



２　更新講習の内容
　⑴　更新講習
　　ア　適性検査（視力、聴力および運動能力）
　　イ　講習（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、鳥獣の保護管理に
　　　関する知識、鳥獣の判別、猟具の取扱い）
３　更新講習の手続
　　更新講習を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、狩猟免許更新申請書（
　以下「申請書」という。）に次に掲げるものを添付して、申請者の住所地を管轄する各
　農林総合事務所林業・木材活用課、嶺南振興局林業水産部林業・木材活用課または嶺南
　振興局二州農林部林業水産課（以下これらを「鳥獣関係行政機関」という。）に提出す
　ること。
　⑴　写真　１枚　
　　　（無帽、正面、上三分身および無背景の本人像を申請日前６か月以内に撮影したも
　　ので、大きさは縦３．０ｃｍ、横２．４ｃｍとする。なお、裏面に氏名および撮影年
　　月日を記入すること。)　
　⑵　猟銃・空気銃所持許可証の写し　１通
　　　（申請者が銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号
　　の規定による許可を現に受けている場合。）
　⑶　医師の診断書　１通　
　　　（申請者が法第４０条第２号から第４号までのいずれにも該当しないことを証する
　　もので、申請日前６か月以内に診断されたもの。ただし、申請者が猟銃・空気銃所持
　　許可証の写しを提出した場合、医師の診断書を提出する必要はない。）　　
　⑷　返信用封筒　１通
　　　（１１０円分の郵便切手を貼り、宛て先として申請者本人の郵便番号、住所および
　　氏名を記入したもの。）　
４　更新講習の手数料の納入　
　　次に揚げる手数料を納付書により納付し納入済証を申請書の所定欄に貼り付けること
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第1回

試験日

６月２２日（日）
〔1回目〕9：00～12：30
〔2回目〕13：30～17：00

令和７年５月１日（木）から
令和７年６月２日（月）まで

福井県立大学永平寺キャンパス
吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１

第2回 ７月１１日（金）
〔1回目〕9：00～12：30
〔2回目〕13：30～17：00

令和７年５月１日（木）から
令和７年６月２日（月）まで

NOSAI福井
鯖江市横越町１８－４－１

第3回 ７月２７日（日）
〔1回目〕9：00～12：30
〔2回目〕13：30～17：00

令和７年５月１日（木）から
令和７年６月２日（月）まで

福井県立大学小浜キャンパス
小浜市学園町１－１

時間 場所 申請期間



　、またはコンビニ支払い・クレジット払いにより申込番号を申請書の所定欄に記入する
　こと。
　⑴　更新講習の手数料
　　　免許１種類につき２，９００円
　　　更新講習の手続その他受講に関する問合せは、福井県エネルギー環境部自然環境課
　　（電話０７７６－２０－０３０６）または次の表に掲げる鳥獣関係行政機関宛てに行
　　うこと。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による大規模小
売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により公告する。
　なお、大規模小売店舗を設置する者がその周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項
について意見を有する者は、同法第８条第２項の規定により、この公告の日から４月以内
に、福井県に対し意見書の提出によりこれを述べることができる。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　ドラッグコスモス国高店
　　福井県越前市国高２丁目４２字東深田６番１　外３筆
２　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
　表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品　　　　　　　
　　代表取締役　横山英昭　　　　　　　
　　福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号
３　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名または名称および住所ならびに法人に

　あっては代表者の氏名
　　株式会社コスモス薬品
　　代表取締役　横山英昭　　　　　　　
　　福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号
４　大規模小売店舗の新設をする日
　　令和７年１１月２７日
５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　　　　　　　　　　　　　１，３１１㎡
６　駐車場の収容台数　　　　　　　４４台
７　駐輪場の収容台数　　　　　　　　９台
８　荷さばき施設の面積　　　　　　４０㎡
９　廃棄物等の保管施設の容量　
　　　　　　　　　　　　　　　１１．２㎥
１０　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻
　　　開店時刻　　　　　　　　　午前９時
　　　閉店時刻　　　　　　午後９時４５分
１１　来客が駐車場を利用することができる時間帯　　　　　　　　　　　　　　
　　　午前８時３０分から午後１０時００分まで
１２　駐車場の自動車の出入口の数　２箇所
１３　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　午前６時から午後１０時まで
１４　届出のあった日
　　　令和７年３月２６日
１５　届出の縦覧場所
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県越前市府中１丁目１３番７号
　　　越前市産業観光部産業政策課
１６　届出の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　　　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　　　縦覧できる時間帯
　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末、
　　年始を除く。）
１７　意見書の提出先
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
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名称
福井農林総合事務所
林業・木材活用課
坂井農林総合事務所
林業・木材活用課
奥越農林総合事務所
林業・木材活用課
丹南農林総合事務所
林業・木材活用課
嶺南振興局林業水産部
林業・木材活用課
嶺南振興局二州農林部
林業水産課

910-8555

913-8511

912-0016

915-0882

917-0297

914-0811

0776（21）8213

0776（81）3223

0779（65）1492

0778（23）4961

0770（56）2218

0770（22）0291

福井市松本３丁目１６－１０
福井合同庁舎
坂井市三国町水居１７－４５
坂井合同庁舎
大野市友江１１－１０
奥越合同庁舎
越前市上太田町４１－５
南越合同庁舎
小浜市遠敷１丁目１０１
若狭合同庁舎
敦賀市中央町１丁目７－４２
敦賀合同庁舎

住所地 郵便番号 連絡先



監　事　松川　宗生　　〃　四分一52-2
　〃　　池野　嘉仁　　〃　門前2-1
　〃　　柴田　和行　　〃　上野30-28-4
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札の落札者を決定した
ので、特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８
２号）第１３条第１項の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　落札に係る特定役務の名称および数量
　　福井県河川・砂防テレメータ保守点検業務　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　福井県土木部砂防防災課
　　福井市大手３丁目１７番１号
３　落札者を決定した日
　　令和７年３月２６日
４　落札者の名称および住所
　　株式会社マルツ電波
　　福井市豊島２丁目６番７号
５　落札金額
　　７８，４３０，０００円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　規則第４条の規定による公告を行った日
　　令和７年２月１２日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定により、敦賀市長から都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受
けたので、第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により次の
とおり公衆の縦覧に供する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　都市計画の種類および名称
　⑴　種類
　　　地域地区（用途地域）
　⑵　名称
　　　敦賀都市計画用途地域

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　小浜東部土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和７年３月３１日に役員を退任した旨の届出があったので、同
条第１９項の規定により公告する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　西田　尚夫　小浜市三分一65-8
　〃　　岡本　康次　　〃　上野64-12
　〃　　松宮　巳貴夫　〃　平野28-5-2
　〃　　塚本　正幸　　〃　太興寺9-61
　〃　　横山　治夫　　〃　東市場39-1
　〃　　辻川　清和　　〃　四分一50-11
　〃　　田谷　恵三　　〃　門前3-13
　〃　　田中　薫　　　〃　池河内36-18
　〃　　清水　宗賢　　〃　国分51-20
　〃　　舛谷　雅代　　〃　遠敷2-202
監　事　山田　薫　　　〃　三分一56-11-1
　〃　　小畑　正美　　〃　太興寺9-69
　〃　　柴田　和行　　〃　上野30-28-4
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　小浜東部土地改良区から、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項
の規定により、次の者が令和７年４月１日に役員に就任した旨の届出があったので、同条
第１９項の規定により公告する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
役員名　氏　　　名　　住　　　所
理　事　西田　尚夫　小浜市三分一65-8
　〃　　辻川　清和　　〃　四分一50-11
　〃　　横山　治夫　　〃　東市場39-1
　〃　　田谷　恵三　　〃　門前3-13
　〃　　鳥羽　るみ子　〃　遠敷3-205-15
　〃　　清水　宗賢　　〃　国分51-20
　〃　　松宮　巳貴夫　〃　平野28-5-2
　〃　　武田　光弘　　〃　池河内26-17-1
　〃　　山本　芳久　　〃　上野56-3
　〃　　吉田　洋　　　〃　太興寺35-12-1
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２　縦覧場所
　　福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県土木部都市計画課
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法
第２０条第１項の規定により、敦賀市長から都市計画の変更に係る図書の写しの送付を受
けたので、第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第２項の規定により次の
とおり公衆の縦覧に供する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　都市計画の種類および名称
　⑴　種類
　　　地域地区（特別用途地区）
　⑵　名称
　　　敦賀都市計画特別用途地区
２　縦覧場所
　　福井市大手３丁目１７番１号
　　福井県土木部都市計画課
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検定の区分

貴重品運搬警備業務１級

貴重品運搬警備業務２級

午前９時３０分から
午前１１時まで
午後２時から
午後３時３０分まで

令和７年７月２９日（火）

実施日 実施時間

検定の区分

貴重品運搬警備業務１級

貴重品運搬警備業務２級

午後１時から
午後５時まで
午前８時３０分から
正午まで

令和７年９月４日（木）

実施日 実施時間

福井県公安委員会告示第３４号

　警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２３条第１項に規定する検定を次のとおり実
施する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県公安委員会
　　　　　　　委員長　禿　了修　
１　検定の区分、実施日、時間および場所
　⑴　検定の区分、実施日および時間
　　ア　学科試験
 

　　イ　実技試験

　⑵　実施場所
　　ア　学科試験
　　　　福井県福井市宝永３丁目８番１号
　　　　福井県警察本部葵分庁舎１階第１会議室
　　イ　実技試験
　　　　福井県越前市余田町第２号１番地１
　　　　福井県警察本部交通部運転免許課丹南分室
２　定員

公安委員会告示



　　　　合における応急の措置に関すること。
　　イ　実技試験
　　　ア　貴重品運搬警備業務用車両ならびに車両による伴走および周囲の見張りに関す
　　　　ること。
　　　イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場
　　　　合における応急の措置に関すること。
５　申請手続等
　⑴　受付期間
　　　令和７年６月２３日（月）から同年７月２日（水）までの午前９時から午後０時ま
　　でおよび午後１時から午後４時までの間（日曜日および土曜日を除く。定員になり次
　　第受付を終了する。）
　⑵　受付要領
　　　受検希望者は受付期間内に、下記７の問合せ先へ電話で予約を行い、受理番号を取
　　得した後、検定申請書を提出すること。
　⑶　検定申請書等の提出先
　　　検定を受けようとする者（以下「検定申請者」という。）の住所地または検定申請
　　者の属する営業所の所在地を管轄する警察署（福井市および永平寺町の区域にあって
　　は、福井県警察本部生活安全許認可センターへ提出）
　　　なお、原則として本人が直接申請することとし、郵送や代理人による申請は認めな
　　い。
　⑷　提出書類等
　　ア　検定申請書　１通
　　イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦３センチメ
　　　ートル、横２．４センチメートルの写真で、その裏面に氏名および撮影年月日を記
　　　載したもの）　２葉
　　ウ　検定申請者の住所地を管轄する警察署に申請する者にあっては、その者の住所地
　　　を疎明する書面　１通
　　エ　警備員でその者が属する営業所の所在地を管轄する警察署に申請する者にあって
　　　は、その者が当該営業所に属することを疎明する書面　１通
　　オ　３⑵アに該当する者にあっては、貴重品運搬警備業務２級の検定に係る合格証明
　　　書の写しおよび当該合格証明書の交付を受けた後、当該業務に従事した期間が１年
　　　以上であることを疎明する書面　各１通
　　カ　３⑵イに該当する者にあっては、当該疎明書面　１通
　⑸　受検手数料
　　　１６，０００円に相当する手数料を、納入すること。
　　　なお、納付された受検手数料は、返還しない。
６　その他

　　各２０人
３　受検資格
　⑴　貴重品運搬警備業務２級
　　　福井県内に住所を有する者または福井県内の営業所に所属する警備員
　⑵　貴重品運搬警備業務１級
　　　⑴ に掲げる者であって、次のいずれかに該当するもの
　　ア　貴重品運搬警備業務２級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって
　　　、当該合格証明書の交付を受けた後、貴重品運搬警備業務に従事した期間が１年以
　　　上である者
　　イ　福井県公安委員会が、アに掲げる者と同等以上の知識および能力を有すると認め
　　　る者
４　検定試験の方法および内容
　　学科試験および実技試験により行う。
　　ただし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験は行わない。
　⑴　貴重品運搬警備業務１級
　　ア　学科試験
　　　ア　警備業務に関する基本的な事項
　　　イ　法令に関すること。
　　　ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両（以下「貴重品運搬警備業
　　　　務用車両」という。）ならびに車両による伴走および周囲の見張りに関すること
　　　　。
　　　エ　貴重品運搬警備業務の管理に関すること。
　　　オ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場
　　　　合における応急の措置に関すること。
　　イ　実技試験
　　　ア　貴重品運搬警備業務用車両ならびに車両による伴走および周囲の見張りに関す
　　　　ること。
　　　イ　貴重品運搬警備業務の管理に関すること。
　　　ウ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場
　　　　合における応急の措置に関すること。
　⑵　貴重品運搬警備業務２級
　　ア　学科試験
　　　ア　警備業務に関する基本的な事項
　　　イ　法令に関すること。
　　　ウ　貴重品運搬警備業務用車両ならびに車両による伴走および周囲の見張りに関す
　　　　ること。
　　　エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場
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　⑴　検定受検時の携行品
　　ア　学科試験
　　　・　筆記用具
　　イ　実技試験
　　　・　筆記用具
　　　・　雨具
　⑵　受検票の交付
　　　受検票は、学科試験当日の受付時に交付する。
７　検定に関する問合せ先
　　福井県警察本部生活安全部生活安全企画課　警備業係
　　電話０７７６－２２－２８８０（内線３１９２、３１９３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福井県公安委員会告示第３５号

　警備業法（昭和４７年法律第１１７号。以下「法」という。）第２２条第２項第１号に
規定する警備員指導教育責任者講習（以下「新規取得講習」という。）および警備員指導
教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和５８年国家公安委員
会規則第２号）第６条に基づく法第２２条第２項第１号に規定する警備員指導教育責任者
講習（以下「追加取得講習」という。）を次のとおり実施する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県公安委員会
　　　　　　　委員長　禿　了修　
１　講習に係る警備業務の区分、講習の種別、実施期間および定員

　　日曜日および土曜日を除く。
２　実施場所
　　福井市成和１丁目１４２４番地　アイビックス第三ビル
　　一般社団法人福井県警備業協会
３　受講対象者
　⑴　新規取得講習
　　　受講申込みを行う日において、次のいずれかに該当する者とする。
　　ア　最近５年間に１号警備業務に従事した期間が通算して３年以上である者
　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号。以下
　　　「検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（１号警備業務に係るものに

　　　限る。以下「１級検定」という。）に係る法第２３条第４項の合格証明書（以下「
　　　合格証明書」という。）の交付を受けている者
　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（１号警備業務に係るものに限る。以下「
　　　２級検定」という。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該
　　　合格証明書の交付を受けた後、継続して１年以上１号警備業務に従事している者
　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和６
　　　１年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に規
　　　定する１級の検定（１号警備業務に係るものに限る。以下「旧１級検定」という。
　　　）に合格した者
　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（１号警備業務に係るものに限る
　　　。以下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した
　　　後、継続して１年以上１号警備業務に従事している者
　⑵　追加取得講習
　　　受講申込みを行う日において、１号警備業務の区分以外の警備員指導教育責任者資
　　格者証または警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「資格者証等」という。）
　　の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当する者とする。
　　ア　最近５年間に１号警備業務に従事した期間が通算して３年以上である者
　　イ　１級検定（１号警備業務に係るものに限る。）に係る合格証明書の交付を受けて
　　　いる者
　　ウ　２級検定（１号警備業務に係るものに限る。）に係る合格証明書の交付を受けて
　　　いる警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して１年以上１号警
　　　備業務に従事している者
　　エ　１号警備業務に係る旧１級検定に合格した者
　　オ　１号警備業務に係る旧２級検定に合格した警備員であって、当該検定に合格した
　　　後、継続して１年以上当該警備業務に従事している者
４　受講申込みの手続
　⑴　受付期間
　　　令和７年５月７日（水）から同年５月１６日（金）までの午前９時から午後０時ま
　　でおよび午後１時から午後４時までの間（日曜日および土曜日を除く。定員になり次
　　第受付を終了する。）
　⑵　受付要領
　　　受講希望者は、受付期間内に、下記５の問合せ先へ電話で予約を行い、受理番号を
　　取得した後、受講申請書を提出すること。
　⑶　提出場所
　　　福井県内の警察署（福井市および永平寺町の区域にあっては、福井県警察本部生活
　　安全許認可センターへ提出）
　　　なお、本人が直接申請することとし、郵送や代理人による申請は認めない。
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講習に係る警備業務の区分

新規取得講習

追加取得講習

令和７年６月２日(月)から
令和７年６月１０日(火)まで
令和７年６月５日(木)から
令和７年６月１０日(火)まで

法第２条第１項第１号に
規定する警備業務

講習の種別 実施時間 定員

３０名



　⑷　提出書類
　　ア　共通
　　　　警備員指導教育責任者講習受講申込書（申請前６月以内に撮影した無帽、無背景
　　　の縦４センチメートル、横３センチメートルの写真１枚を貼り付けること。）　１
　　　通
　　イ　新規取得講習
　　　ア　上記３⑴アに該当する者
　　　　ａ　１号警備業務に従事していたことを証明する警備業者等の作成に係る書面（
　　　　　以下「警備業務従事証明書」という。）　１通
　　　　ｂ　履歴書　１通
　　　イ　上記３⑴イに該当する者
　　　　　１号警備業務に係る１級検定合格証明書の写し　１通
　　　ウ　上記３⑴ウに該当する者
　　　　ａ　１号警備業務に係る２級検定合格証明書の写し　１通
　　　　ｂ　警備業務従事証明書　１通
　　　エ　上記３⑴エに該当する者
　　　　　１号警備業務に係る旧１級検定合格証の写し　１通
　　　オ　上記３⑴オに該当する者
　　　　ａ　１号警備業務に係る旧２級検定合格証の写し　１通
　　　　ｂ　警備業務従事証明書　１通
　　ウ　追加取得講習
　　　ア　上記３⑵アに該当する者
　　　　ａ　警備業務従事証明書　１通
　　　　ｂ　履歴書　１通
　　　　ｃ　資格者証等の写し　１通
　　　イ　上記３ ⑵イに該当する者
　　　　ａ　１号警備業務に係る１級検定合格証明書の写し　１通
　　　　ｂ　資格者証等の写し　１通
　　　ウ　上記３⑵ウに該当する者
　　　　ａ　１号警備業務に係る２級検定合格証明書の写し　１通
　　　　ｂ　警備業務従事証明書　１通
　　　　ｃ　資格者証等の写し　１枚
　　　エ　上記３⑵エに該当する者
　　　　ａ　１号警備業務に係る旧１級検定合格証の写し　１通
　　　　ｂ　資格者証等の写し　１枚
　　　オ　上記３ ⑵オに該当する者
　　　　ａ　１号警備業務に係る旧２級検定合格証の写し　１通

　　　　ｂ　警備業務従事証明書　１通
　　　　ｃ　資格者証等の写し　１枚
　⑸　手数料
　　ア　新規取得講習
　　　　４７，０００円
　　イ　追加取得講習
　　　　２３，０００円
　　　に相当する手数料を納入すること。
　　　なお、納付された受講手数料は、返還しない。
５　講習に関する問合せ先
　　福井県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係
　　電話０７７６－２２－２８８０（内線３１９２、３１９３）
６　その他
　⑴　委託先
　　　本講習は、一般社団法人福井県警備業協会に委託して実施する。
　⑵　修了考査
　　　講習終了後、福井県公安委員会が修了考査を行い、当該講習の課程を修了したと認
　　められる者に対し、警備員指導教育責任者講習修了証明書を交付する。

　個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則を公布する。
　　令和７年４月２２日
　　　　　　福井県労働委員会　会長　井上　毅
福井県労働委員会規則第１号
　　　個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則
　個人情報の保護に関する法律施行細則（令和５年福井県労働委員会規則第２号）の一部
を次のように改正する。
　様式第３号、様式第１５号および様式第２３号中「□運転免許証　　□健康保険被保険
者証」を「□運転免許証」に改める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則による改正前の個人情報の保護に関する法律施行細則に定める様式による用
　紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
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